
別表（第14条関係） 別表（第14条関係）

共通経費 単独経費以外の組合
の運営に係る経費

当該会計年度の直近前３年
平均の普通地方交付税に係
る消防費基準財政需要額の
割合とする。

単独経費 土地取得 庁舎等消防施設整備
のための土地取得に
必要な経費

所在市町の負担により当該
市町が事業執行する。

庁舎建設 庁舎等消防施設の建
設に必要な経費（消
防局機能施設を除
く。）

所在市町の負担により組合
が事業執行する。

庁舎大規
模改修

庁舎等消防施設の大
規模改修に必要な経
費（消防局機能施設
を除く。）

所在市町の負担により組合
が事業執行する。

防火水槽 防火水槽の改修及び
維持管理等に必要な
経費

当該防火水槽が所在する市
町の負担により組合が事業
施行する。

当該防火クラブ等が所在す
る市町の負担により組合が
事業執行する。

その他必
要な事業
等

その他市町の事情に
より実施する事業に
必要な経費

当該市町の負担により組合
が事業執行する。

防火水槽 防火水槽の改修及び
維持管理等に必要な
経費

当該防火水槽が所在する市
町の負担により組合が事業
執行する。

防火クラ
ブ等

防火クラブ等の運営
に必要な経費

当該防火クラブ等が所在す
る市町の負担により組合が
事業執行する。

その他必
要な事業
等

その他市町の事情に
より実施する事業に
必要な経費

当該市町の負担により組合
が事業執行する。

防火クラ
ブ等

防火クラブ等の運営
に必要な経費

単独経費 土地取得 庁舎等消防施設整備
のための土地取得に
必要な経費

所在市町の負担により当該
市町が事業執行する。

共通経費 単独経費以外の組合
の運営に係る経費

当該会計年度の直近前３年
平均の普通地方交付税に係
る消防費基準財政需要額の
割合とする。

庁舎建設 庁舎等消防施設の建
設に必要な経費（消
防局機能施設を除
く。）

所在市町の負担により組合
が事業執行する。

庁舎大規
模改修

庁舎等消防施設の大
規模改修に必要な経
費（消防局機能施設
を除く。）

所在市町の負担により組合
が事業執行する。

　議決事項の一部訂正について（埼玉東部消防組合の規約変更）訂正前後対照表

訂正後 訂正前

経費の区分 経費の内容 負担割合 経費の区分 経費の内容 負担割合
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